
 

 

 

令和７年度募集（令和８年４月１日採用） 

鹿嶋市職員後期採用試験募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付期間】 

令和７年７月１７日（木）～８月２０日（水） 

土曜日，日曜日及び祝日を除く　午前８時３０分～午後５時１５分まで 

 

 

○試験についての問合せ先 

鹿嶋市総務部人事課 
  　　　　　〒３１４－８６５５ 

  　　　　　茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１ 
　　　　　　ＴＥＬ　０２９９－８２－２９１１　内線２４１～２４３ 
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令和７年度　鹿嶋市職員後期採用試験募集要項 

 

１　試験区分，採用予定人員及び受験資格 
 試験区分と採用予定人員 受　　験　　資　　格

 
一般事務 

（大学卒等）
若干名

平成７年４月２日から平成１６年４月１日まで

に生まれた人で，学校教育法による大学（短期大学

を除く。）以上を卒業した人又は令和８年３月３１

日までに卒業見込みの人
 

一般事務 

（短大・高校卒等）
３名程度

平成９年４月２日から平成２０年４月１日まで

に生まれた人で，学校教育法による高等学校若しく

は短期大学を卒業した人又は令和８年３月３１日

までに卒業見込みの人（ただし，学校教育法による

４年制大学在学中の人又は卒業した人を除く。）
 

一般事務 
（障がい者） 

 
※試験区分は，大学

卒等と短大・高校卒

等に分かれます。 

１名程度

平成２年４月２日から平成２０年４月１日まで

に生まれた人で，次の要件を全て満たす人 

（１）学校教育法による高等学校以上を卒業した

人又は令和８年３月３１日までに卒業見込

みの人 
（２）鹿嶋市へ通勤可能である人（家族等による

送迎も含みます。） 

（３）通常の勤務時間(原則として週３８時間４

５分，１日７時間４５分)に対応できる人 

（４）活字印刷文による筆記試験及び口述による

面接試験に対応できる人 

（５）次に掲げる手帳等の交付を受けていること 

　　・身体障害者手帳の交付を受け，その障害の

程度が１級から６級までの人 

　　・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が

交付する療育手帳の交付を受けている又は

児童相談所，知的障害者更正相談所，精神保

健福祉センター，精神保健指定医若しくは障

害者職業センターによる知的障害者である

ことの判定書の交付を受けている人 

　　・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る人
 

福祉専門 １名程度

平成７年４月２日から平成１８年４月１日まで

に生まれた人で，社会福祉士及び精神保健福祉士の

いずれの資格も取得した人又は令和８年３月３１

日までに取得見込みの人

 

保健師 ２名程度

平成２年４月２日以降に生まれた人で，保健師の

資格を取得した人又は令和８年３月３１日までに

取得見込みの人
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※１　前期採用試験受験者についても，後期採用試験の同一試験区分を受験できま

す。 

※２　手帳の名称については，交付している地方公共団体による独自の名称が付さ

れている場合があります。御自身の手帳の種類が御不明な場合は，交付元の地

方公共団体の手帳交付担当課で御確認をお願いします。 

※３　精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には

期間を要しますので御注意ください。 

※４　障がい者区分以外の職種は，道路交通法施行規則第２条に規定する普通自動

車を運転することができる運転免許が必要です。年齢要件等により採用までに

運転免許が取得できない人は，採用後６か月以内に取得してください。 

※５　補欠合格者として通知する場合があります。 
※６　採用予定人員については，変更になる場合があります。 

　※７　上記の受験資格に該当する人であっても，次のいずれかに該当する人は受験

できません。 

 

土木・建築技術 

 

※試験区分は，社会

人経験者大学卒等

と社会人経験者短

大・高校卒等及び大

学卒等に分かれま

す。

２名程度

社会人 

経験者 

大学卒等

昭和６０年４月２日以降に生まれた

人で，次の要件を全て満たす人 

（１）学校教育法による大学（短期大

学を除く。）以上を卒業した人 

（２）一級建築士，二級建築士，一級

土木施工管理技士，二級土木施工

管理技士，一級建築施工管理技士

又は二級建築施工管理技士の資

格を取得した人
 

社会人 

経験者 

短大・高校

卒等

昭和６０年４月２日以降に生まれた

人で，次の要件を全て満たす人 

（１）学校教育法による高等学校以上

（大学（短期大学を除く。）及び

大学院を除く。）を卒業した人 

（２）一級建築士，二級建築士，一級

土木施工管理技士，二級土木施工

管理技士，一級建築施工管理技士

又は二級建築施工管理技士の資

格を取得した人
 

大学卒等

平成９年４月２日から平成１６年４

月１日までに生まれた人で，次の要件

を全て満たす人 

（１）学校教育法による大学（短期大

学を除く。）以上を卒業した人又

は令和８年３月３１日までに卒

業見込みの人 

（２）土木技術又は建築技術の専門課

程を履修した人
 

保育教諭 若干名

平成９年４月２日から平成１８年４月１日まで

に生まれた人で，保育士資格及び幼稚園教諭免許の

両方を取得した人又は令和８年３月３１日までに

取得見込みの人
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（１）日本の国籍を有しない人 
（２）拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの人 

（３）鹿嶋市職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過 

しない人 
（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する 

政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

 

２　試験の方法 
　　試験は，第１次試験，第２次試験，最終試験及び身上調査とします。 

第２次試験は，第１次試験の合格者に対して行い，最終試験は，第２次試験の合

格者に対して行います。なお，各試験又は検査を棄権した場合は不合格とします。 

 
（１）第１次試験 

 試　験 方　　　　法

 

教養試験

一般事務 
（大学卒等） 

※障がい者大学卒等を含む。

　大学で履修した程度の時事，社会

・人文，自然に関する一般知識及び

文章理解，判断・数的推理，資料解

釈に関する能力について，択一式に

よる筆記試験を行います。
 土木・建築技術 

（社会人経験者大学卒等）
 土木・建築技術（大学卒等）

 
一般事務 

（短大・高校卒等） 

※障がい者短大・高校卒等を 

含む。

　高等学校で履修した程度の時事，

社会・人文，自然に関する一般知識

及び文章理解，判断・数的推理，資

料解釈に関する能力について，択一

式による筆記試験を行います。  土木・建築技術 

（社会人経験者短大・高校卒等）
 

専門試験

福祉専門

社会福祉概論（社会保障を含む。），

社会学概論，心理学概論について，

択一式による筆記試験を行います。
 

保健師

公衆衛生看護学，疫学，保健統計

学及び保健医療福祉行政論につい

て，択一式による筆記試験を行いま

す。
 

保育教諭

社会福祉・子ども家庭福祉（社会

的養護を含む。），保育の心理学，

教育学・教育法規，保育原理・保育

内容，子どもの保健及び障害児保育

について，択一式による筆記試験を

行います。
 作文試験 

（共通）
文章による表現力，課題に対する理解力等を見ます。
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　※　第１次試験の選考は，教養試験又は専門試験のみで行い，作文試験の結果に

ついては，第２次試験等の選考の参考にします。 

 

（２）第２次試験（試験内容は，変更になる場合があります。） 

　※　第２次試験の選考は，第１次面接試験及び作文試験のみで行い，集団討論試 

　　験及び職場適応性検査の結果については，最終試験等の選考の参考にします。 

 

（３）最終試験（試験内容は，変更になる場合があります。） 

 

（４）身上調査 
受験資格の有無及び申込書記載事項の真否について調査します。 

 

３　試験日及び試験場 

　　第１次試験は，最後のページにある駐車場案内図の臨時駐車場を御利用ください。 
　　 
４　合格者の発表 

　　※　発表期日は，前後する場合があります。 

 

 

 

 

 試　験 方　　　　法

 第１次面接 集団面接により，主として，人物について評定を行います。

 
集団討論試験

一定のテーマについて，相手の話を聴き，理解したうえで

自分の意見を論理的に話す能力を見ます。
 職場適応性検査 職場における適応性を，職務に関連する性格から見ます。

 試　験 方　　　　法

 
第２次面接試験 個別面接により，主として，人物について評定を行います。

 
身体検査

職務遂行に必要な健康を有するかどうかについて，検査を

行います。

 区　分 第１次試験 第２次試験 最終試験

 
期　日 令和７年９月２１日（日) 令和７年１０月下旬 令和７年１１月下旬

 
試験場 鹿嶋市役所（鹿嶋市大字平井１１８７番地１）

 区　　分 期　　日 方　　法

 
第１次試験合格発表 令和７年１０月中旬 市役所前掲示板及び市ホームペ

ージに合格者の受験番号を掲示す

るほか，全員に合否の結果を通知

します。

 
第２次試験合格発表 令和７年１１月上旬

 
最終試験合格発表 令和７年１２月上旬
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５　給与 
給与は，職員の給与に関する条例・規則等に基づき支給されます。 

例えば，令和８年４月１日現在で学校卒業直後に採用された場合の給料月額（地

域手当３％を含んだ額）は，次のとおりです。 

　　 ※１　給与改定等により変更になる場合があります。 

　　 ※２　学校卒業後一定の経験年数がある人は一定額が加算されます。 

このほか，扶養手当，住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，期末手当，勤勉手

当等が支給されます。 
 
６　採用予定年月日 
　　令和８年４月１日 
 

７　受験手続及び受付期間 
  （１）申込書の請求方法 

 

（２）申込方法 

 学歴区分 高校卒 短大卒 大学卒

 
給料（基本給）月額 ２００，３３５円 ２１６，９１８円 ２３２，３６８円

 
請求先

〒３１４－８６５５　茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１ 

鹿嶋市総務部人事課

 
請求方法

　申込書等は，市のホームページから所定の用紙をダウンロードする

か，鹿嶋市総務部人事課に直接請求してください。

 

提出先等

（１）提出先 
鹿嶋市総務部人事課 

（２）提出書類等 
ア　申込書１部（所定の申込書を使用） 
イ　エントリーシート 
ウ　一般事務（障がい者）の試験区分の場合は，手帳等の写し 
エ　福祉専門，保健師，土木・建築技術（社会人経験者大学卒等） 
又は土木・建築技術（社会人経験者短大・高校卒等），保育教

諭の試験区分の場合は，受験資格の要件を満たす資格証の写し 
　※　取得見込みの人を除く。 

オ　受験料不要
 

提出方法

申込書等をホームページから印刷する場合は，Ａ４縦で印刷してく

ださい。Ａ４縦以外の大きさに印刷している申込書等は受付しませ

ん。 

申込書等に所要事項を記入し，最近３か月以内に撮影した写真（上

半身，無帽，正面向きで氏名を記入したもの）を貼り，受験票は切り

取らずに人事課に直接持参するか，又は郵送してください。 

写真の大きさは，縦4.5㎝×横3.5㎝です。写真添付欄は２か所あり

ます。写真がない場合は，受け付けません。 

なお，郵便で申し込む場合は，１１０円切手を貼り，宛先を明記し
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※１　インターネットによる申込みはできません。 

※２　申込書は返却いたしません。 

※３　申込みをされた受験申込者には受験票を交付します。 
　　※４　速達による郵送であっても受付期限内に人事課事務室（鹿嶋市役所第１庁

舎２階）に到着しないことがありますので，郵送期間に余裕をもってお申し

込みください。 
 
８　その他 

受験資格がないことが判明した場合及び受験資格が「卒業（資格取得）見込み」

で合格後に卒業できない又は資格取得できない場合は，合格を取り消します。 

また，受験申込書等に記載漏れや不実記載があった場合は，試験に合格しても合

格を取り消す場合がありますので注意してください。 

 

９　この試験についての問合せ先 

　鹿嶋市総務部人事課  
  　〒３１４－８６５５ 

  　茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１ 
　　ＴＥＬ　０２９９－８２－２９１１　内線２４１～２４３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 た返信用封筒（長形３号）を同封し，｢簡易書留｣など確実な方法で提

出してください。

 

受付期間

　令和７年７月１７日(木)から令和７年８月２０日（水）まで 

　土曜日，日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
なお，郵便の場合は，令和７年８月２０日（水）午後５時１５分ま

でに人事課事務室（鹿嶋市役所第１庁舎２階）に到着したものに限り

受け付けます。
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≪駐車場案内図≫　第１次試験は，下記の臨時駐車場を御利用ください。 

 

臨時 

駐車場


